
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年７月２９日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

監視業務用ハードディスクレコーダー

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　監視業務用カメラ等の監視画像を録画再生させるハードディスクレコーダーで
ある。
　テレビジョン画像の録画・再生を行うビデオデッキとしての使用も可能である。

○構造、仕様、意匠
　６０コマ／秒の動画を圧縮して録画再生（音声はモノラル録音）。
　ＬＡＮ等の通信を介してパソコンによる操作も可能。
　入出力コネクタ：画像はＢＮＣ,音声はＲＣＡ、データはＲＳ－２３２Ｃ。
　前面パネルには再生、録画、早送り及び巻き戻し等の選択ボタンを有している。
　定格：１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ

○ 主な使用者、販売先
コンビニ、駐車場、倉庫等。

２　対象・非対象の解釈
　
　特定電気用品以外の電気用品中、電子応用機械器具の「その他の音響機器」とし
て取り扱う。

（理由）
　監視業務用であるが、コネクタの変換等によりテレビジョン等に接続するビデオ
デッキとしての使用ができる等の汎用性を有しており、「その他の音響機器」とし
て取り扱うのが妥当と判断する。


